
その他

◎センター外来のご利用がない場合は、お子さん
の状態の確認のため、事前に小児科の外来診察
が必要となります。診察は指導係が調整いたし
ます。

◎センターの外来医療での対応を超える重篤な障
害や疾患と判断されたお子さんはご利用できま
せんので、別の事業所をご利用ください。
人工呼吸器を装着している場合
在宅酸素療法を行っている場合
中心静脈栄養を行っている場合
気管切開を施している場合 等

◎普通食事でトロミ剤をご使用の方は、ご利用中
はセンターでトロミ剤をお出しします。

メモ

交通案内

・JR旭川駅から 約６．５Km
・タクシー 約２０分（片道 約２０００円）
・バス 約２５分（片道 ２６０円）

道北バス
29番「春光台循環線」（復路 28番）
30番「春光台線」
34番「１０線１０号鷹栖線」
36番「江丹別線」
旭川駅前３番乗り場～療育センター前

連絡先
〒 071-8142
旭川市春光台２条１丁目
TEL 0166-51-2126
FAX 0166-51-2127
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旭川子ども総合

療育センター

ショートステイのしおり

北 海 道 立 旭 川 子 ど も
総 合 療 育 セ ン タ ー



ショートステイとは

保護者の方の疾病や出産、出張、レスパイトなど、
様々な理由によって一時的にご家庭での養育が困難
となったお子さんを、当センターで短期間、おあず
かりする福祉サービスです。基本的におあずかり
の間、体調の安定している方が対象です。利用開始
時に体調が悪い場合はご利用できません。また、ご
利用中に体調をくずした場合は、お迎えに来ていた
だきます。医療行為が必要となった場合は、外来診
察あつかいとなります。

利用対象者

◎在宅で生活している１８歳未満の児童で、次の
障害（疾患）のあるお子さん
ア肢体不自由
イ肢体不自由と知的障害の重複障害
ウ重症心身障害
エ遷延性意識障害及びこれに準じる障害
オ筋萎縮性側索硬化症等運動ﾆｭｰﾛﾝ疾患による
障害

（知的障害のみ、自閉症や学習障害等情緒的な障害
のみ、内部障害のみのお子さんはご利用できません。）

利用料金

◎利用者負担金
市町村が定める「利用者負担金」がかかりま
す。

◎食材料費
１日１，２９８円(税込み)
(朝 385 円､昼 385 円､おやつ 143 円、夕 385 円)
ただし、特別食は１食４２９円

濃厚流動食は実費
◎光熱水費
１日３２９円

◎医療費
処置を行った場合は医療保険適用となります。

◎お支払い
翌月お送りする納入通知書により、最寄りの
金融機関でお振り込みください。

利用申込み

◎当ｾﾝﾀｰ地域連携課地域支援係にお申し込みください。
(お申込みは先２回分までとなっています)

◎市町村役場で、ショートステイに係る障害福
祉ｻｰﾋﾞｽの支給決定を受けてください。

◎利用定員 空床利用（１日の入退所３名まで）
◎利用期間 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ受給者証に記載され

ている支給量の範囲内
◎入所時間 平日の９時から１６時の間
◎退所時間 平日の９時から１６時３０分の間

土日祝日は１０時または１５時

入所手続き

◎外来窓口で受付けをします。
◎小児科医師の診察を行います。利用が可能な
健康状態であるか確認します。
◎お子さんが体調不良の場合はご利用いただ
くことができません。

◎利用が可能な場合は、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ受給者
証の確認をいたします。

◎ｻｰﾋﾞｽ提供内容の確認をしていただきますの
で、印鑑を忘れずにお持ち下さい。

ｻｰﾋﾞｽ内容

◎食事（給食）
朝食 ７：００～ ８：００
昼食１２：１０～１３：１０
夕食１７：００～１８：００
児童食堂で一緒に食事します。
ｱﾚﾙｷﾞｰ等については事前にご相談ください。

◎入浴
週２回１４：００～１６：００
月曜日・木曜日または火曜日・金曜日

◎介助項目
お子さんの状況にあわせて介助します。
起床、就寝、食事、投薬、排泄
入浴、洗面、清拭、着替、身辺整理

◎健康管理
医師及び看護師が健康状態を確認します。

◎相談援助
お子さんに関する事柄について相談援助を
行います。

持ち物

◎障害福祉ｻｰﾋﾞｽ受給者証
◎健康保険証、センター受診券
◎母子手帳
◎印鑑
◎洗面入浴用具
◎バスタオル
◎現在使用している学用品
◎上靴、外靴、装具（使用している方）
◎パジャマ
◎衣類

利用日数分より１～２セット多めに用意し
てください。
すべて名前を付けてください。
名前はネームプリント（糸で縫いつける）
またはマジックで記入してください

◎紙おむつ（利用中必要な分）
◎おもちゃ（管理できる範囲で）
◎普段服用等しているお薬（服用分毎に小分け
にして、必要分＋１回分ぐらいお持ちくださ
い：詳細別紙）


